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情報なんぶ 

■ 子育てサークル ６月の予定 ■ 

☆かきっこＣＬＵＢ  １２日（金）   ９時３０分～ いこい荘 かきっこフリーマーケット 

２６日（金）  ９時３０分～ いこい荘 ４～６月生まれの誕生会 

☆にじいろポケット  １９日（金） １０時～    すこやか お話し会 

【問い合わせ先】 町民生活課 子育て支援室（法勝寺庁舎）担当：古曵（℡６６－３１１６） 

今月の税金・上下水道料金                          

納期限 ６月３０日(火) 口座振替の方は６月２９日（月）までに、通帳残高の確認をお願いします。 

町県民税 第 1期 下水道使用料 

※ 納付の方法は個人情報保護の観点からも、口座振替にしていただきますようお願いします。

■ 子育て支援関係手当のお知らせ ■ 

 南部町では、次のような子育て支援関係の手当てがあります。受給資格に該当する方で、まだ申請をされて

いない場合は、支給手続きをしてください。 

○ 乳児健康診査   

子育て支援関係手当一覧表 

手当の種類 受給資格・内容等 

児童扶養手当 

父親のいない家庭で、18 歳到達の日に属する年度末までの児童・生徒、または 20 歳 

の誕生月までの一定の障害のある者を養育している母親または養育者（所得制限あり）

（月額）41,720 円～0 円、2人目＋5,000 円、3 人目以降＋3,000 円 

児童福祉手当 
20 歳未満の障害児を扶養している者、および義務教育終了前の児童を養育している一

人親。父母が障害者となった場合も対象（所得制限あり）（月額）2,000 円／人 

児童手当 

小学校６年生終了までの児童を養育している者（所得制限あり） 

３歳未満の児童（月額） 一律 10,000 円 

３歳以上の児童（月額） 第１・２子 5,000 円、第３子以降 10,000 円 

災害遺児手当 
災害等により遺児となった義務教育終了前の児童を養育している者（一人親家庭も対

象、児童福祉手当との重複は不可） （月額）2,000 円／人 

入学支度金 

支給制度 

ひとり親家庭の児童が、小・中学校へ入学する時の支度金を支給。前々年の所得税が０

円の親が対象 10,000 円／人 

【問い合わせ先】 町民生活課（法勝寺庁舎） （℡６６－３１１６） 

■ 南部のびのび人生学校「おせの楽校」開校のお知らせ ■ 

６月より南部町立地域学校「おせの楽校」を開校します。月１回程度町内の小中学校を会場に、その学校の

先生の授業を受けていただきます。再び学びの場を体験することで、揺るぎない自分らしい生き方の再発見を

目指していただきます。 

【対 象 者】 概ね５０歳以上７０歳未満の方 

【場 所】 町内の各小中学校（月により変わります）※「おせの楽校」単独のクラスです。 

【定 員】 ２０名 

【内 容】 月１回程度指定日に開催し、授業２時限と給食のセットを１回の単位とします。各学校で

児童・生徒が学んでいる授業内容に添って受講していただきます。 

【費 用】 １回につき５００円（教材費１８５円、給食料３１５円） 

【申 し 込 み】 要項、申込書は南部町公民館（あいみ分館、さいはく分館）、及び各地域振興協議会にあ

ります。申し込みは、南部町公民館までお願いします。 

【問い合わせ先】 南部町公民館（天萬庁舎） 担当：桑名（℡６４－３７８２） 

■ 第５回南部町内学校一斉公開日のお知らせ ■ 

 南部町では、学校、家庭、地域が連携して子どもたちを育むために、町内の小・中学校を自由に参観できる

「学校一斉公開日」を設けています。保護者の方だけでなく、地域の方にも子どもたちや学校の様子を知って

いただき、学校への理解とご協力をお願いします。 

【日    時】 ６月１５日（月） 終日参観 

【公開する学校】 法勝寺中学校、南部中学校、西伯小学校、会見小学校、会見第二小学校 

■ 健康のためのお知らせ ■ 

○ 乳児健康診査 

日 時 受付時間 対 象 

7 月 14 日

（火） 
9:00～10:00 4 ヶ月・7ヶ月・10 ヶ月・12 ヶ月の乳児及び希望される乳児 

【会 場】 健康管理センター すこやか 

※ 母子健康手帳とアンケートをお持ち下さい。 

※ 4 ヶ月のお子さんにはＢＣＧ接種を併せて行いますので予診票をお持ち下さい。 

○１歳 6ヶ月児健康診査 

 日 時 受付時間 対 象 

7 月 10 日

（金） 
12:30～13:30 Ｈ19 年 10 月１日～Ｈ19 年 12 月 31 日生の児 

 【会 場】 健康管理センター すこやか 

※ 母子健康手帳とアンケートをお持ち下さい。 

○ ポリオ予防接種 

日 時 受付時間 対 象 

7 月 7 日（火） 9:00～9:30 生後 3ヵ月から 7歳 6ヶ月までの乳幼児で 2回未接種者 

【会 場】 健康管理センター すこやか 

※ 母子健康手帳と予診票をお持ち下さい。 

○ すこやか乳幼児相談 

日 時 受付時間 対 象 

7 月 15 日

（水） 
9:00～10:00 町内にお住まいの乳幼児 

【会 場】 子育て総合支援センター のびのび 

＊身体計測・栄養相談・子育てについての相談にお気軽にお出かけ下さい 

※ 母子健康手帳をお持ち下さい。 

【問い合わせ先】 健康福祉課（すこやか） 担当：帯刀（たてわき）（℡６６－５５２４）



 

■ 健康教育講演会のお知らせ ■ 

【演 題】 「知っておきたい肺がんの知識」～予防と早期発見のために～ 

【講 師】 清水 英治 教授（鳥取大学分子制御内科学） 

【日時・場所】 ６月３０日（火） １８時３０分～１９時３０分・西伯病院 地域交流ホール 

【問い合わせ先】 健康福祉課（℡６６－５５２２） 

■ 平成２１年度南部町食生活改善推進員養成講座受講生募集 ■ 

【対 象】 町内にお住まいの方で、講座終了後、食生活改善推進員として地域の食生活ボランティの

活動をしていただける方。 

【期 間】 平成２１年６月２２日（月）から平成２１年１０月まで（月１回） 

【申 込 締 切】 ６月１７日（水）  

【問い合わせ先】 健康福祉課 栄養士 永井（℡６６－５５２４） 

■ 町営西伯墓苑使用者を募集します ■ 

 町営西伯墓苑３区画の使用者を募集します。詳しくは下記までご連絡ください。 

【 名称、区分、番号、面積、使用料、管理料等 】 

名称 区分 番号 面積 使用料 管理料/年 

南部町営西伯墓苑 B 

７５ 

１４８ 

１５９（再募集） 

５．７６㎡ ２６３，０００円 ２，１４０円

（所在地）南部町福成（駐車場、休憩所有り） 

【使用者の資格】 南部町に住所を有する世帯主の方 

【申込受付期間】 平成２１年６月１０日（水）～２４日（水） 

【 申 込 場 所】 南部町役場 町民生活課（天萬庁舎または法勝寺庁舎） 

【申込に必要な書類】申込書、印鑑、住民票抄本（世帯主、本籍地記載のもの） 

          （申込用紙は町民生活課にあります） 

【問い合わせ先】 町民生活課 環境衛生室（天萬庁舎） 担当：番原（℡６４－３７８１） 

■ 広報なんぶ５月号 ■ 

広報なんぶ５月号に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。 

◆ 広報なんぶ５月号１４ページ 

（誤）１６日（火）食育講習会 のびのび １０時～ 

↓ 

（正）１７日（水）離乳食講習会 のびのび １０時～ 

公営住宅入居者の募集について  ■ 

団地名 募集戸数 建築年度 構造 部屋数 家賃月額 

越敷野団地５号 １ Ｈ１１ 木造２階建 ３ＬＤＫ 20,000 円

法勝寺団地１０４号 １ Ｈ１３ 木造平屋建 ２ＤＫ 18,700 円～27,900 円

落合団地３号・１０号 ２ Ｈ１４ 木造２階建 ３ＤＫ 20,300 円～30,300 円

【入居者の資格】 

（越敷野団地） 

・ 小学校に通学している児童、または来年度小学校に就学する予定の児童がいること。 

※ 会見第２小学校区になります。 

（法勝寺団地・落合団地） 

・ 現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族がいること。 

・ 世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと（月平均所得が 15 万 8 千円以下） 

・ 現に住宅に困窮していることが明らかな方。 

・ 車椅子を使用されている方、又は車椅子を使用されている同居人がいること（法勝寺団地のみ）。 

※ 医師の診断書が必要です。 

（全ての団地に共通） 

・ 市町村民税を滞納していないこと。 

【申 込 受 付 期 間・場所】平成２1年６月５日（金）～６月１９日（金）・法勝寺庁舎建設課 

【必 要 書 類】住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、住宅困窮証明書（越敷野団地は不要） 

※ 住宅申込書と住宅困窮証明書は建設課にあります。 

【入 居 選 考 方 法】書類を審査し、入居決定者に通知します。 

※ 申込多数の場合は抽選となります。抽選結果は後日連絡します。 

【入 居 可 能 予 定 日】平成２１年７月１日（水） 

【申込・問い合わせ先】建設課（法勝寺庁舎）担当：畑岡（℡６６－３１１５） 

■ ひとり親家庭の医療費助成のお知らせ ■ 

南部町にお住まいのひとり親家庭の方で、要件に該当する場合、申請をされると医療費の助成を受けられます。

○ ひとり親家庭 特別医療費の受給資格者（鳥取県の制度で青色の受給資格証を交付）  

ひとり親家庭かつ、平成２０年分所得税非課税世帯で、平成３年４月２日以降生まれの子を扶養している父母

または養育者とその子 

○ ひとり親家庭 福祉医療費の受給資格者（町単独の医療費助成制度） 

ひとり親家庭かつ、平成２０年中所得が児童扶養手当の所得限度額までで、平成３年４月２日以降生まれの子

を扶養している父母または養育者とその子 

【申請に必要なもの】 健康保険証、印鑑、平成２１年１月２日以降に南部町に転入した方は世帯全員の所得

を証明する書類（確定申告書の写し、源泉徴収票など） 

【申 請 期 間】 平成２１年６月１７日～６月３０日 

【申 請 窓 口】 健康福祉課（健康管理センター すこやか）、南部町役場 天萬庁舎 町民生活課 

【お問い合わせ先】 健康福祉課 福祉支援室 担当：泉（℡６６－５５２２） 

■ 障がい者 医療費助成のお知らせ ■ 

○ 重度障がい者 特別医療費の受給資格者（鳥取県の制度で青色の受給資格証を交付） 

（身体障がい者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定、精神保健福祉手帳１級をお持ちの方） 

・現在お持ちの特別医療費受給資格証（青色）は有効期限が６月３０日までとなっています。引き続き受給

  資格のある方は、６月中旬頃、郵送にて新しい資格証をお送りします。 

※所得が基準額を超え、対象外となる方は個別に通知します。 

○ 障がい者 福祉医療費の受給資格者（町単独の助成制度） 

（身体障がい者手帳３・４級、療育手帳Ｂ判定、精神保健福祉手帳２級をお持ちで７０歳未満の方） 

・更新の手続きは必要ありません。 

 ※所得が基準額を超え、対象外となる方は個別に通知します。 

【お問い合わせ先】 健康福祉課 福祉支援室 担当：泉（℡６６－５５２２） 


